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は



01. 12情報政策課

【1040】民行月No.2民事･行政月報（地方）

月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

②入力入力

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□「雑｣事件欄について,民事立会,執行,保全及び破産の各担当が入力を行っているこ
とを確認したか

□「(ワ)第一審通常訴訟｣の｢新受｣欄が【1050】表の(ワ)の総数と一致しているか

口本表の既済件数と以下の各事件票作成数とが一致しているか
（※3，※4については事件票作成数と一致又はそれ以上）

※1民事第一審訴訟事件票(地裁）

※2民事控訴事件票

※3仮処分事件票

※4保全異議取消事件票

※5民事執行事件票

※6破産事件票

※7再生事件票

※8会社更生事件票

※9民事調停事件票

※10行政第一審訴訟事件票

※11配偶者暴力に関する保護命令事件票

※12労働審判事件票

③確認･報告

一
ホ表の一

雪
□

±ないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 ． 12情報政策課

民行月N･ 2民事・行政月報 （地方）
’ ’月報作成上の留意事項【ﾕQ501 表2塑常・人事訴訟新受内訳表

訴 え の 目 的 件 数

数 I※1総
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２
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５
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７
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９

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

|①事前確認 I①事前確認
'H塵回心 1
－

）

人事を目的と寸一 る訴え

金銭を 目的とす‐ る訴え

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販関係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）
その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）

手形 ． 小切手異遊

金銭債権債務存否確認

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販間係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）
その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）

手形 ． 小切手異遊

金銭債権債務存否確認

一※2－

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

’ －｣－②入力

口月報訂正報告書を提出している場合，今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について． 【1040】表の(ワ)第一審通常訴訟の新受欄と一致しているか

□※1の数値と※2の合計数が一致しているか

’建物

一号r－IF
（境界

的とする訴え

的 と す‐ る訴え

に関する訴えを除く ）

を 目

壱一百
(筆界）

1
※2請求 異 議 の 訴 え ③確認･報告古 ’

第
一
そ

三者異 議の訴え

の 他 の 訴 え □ |の表示喝一J はないか

（金銭建築請 負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償
医療行為による損害賠|街

とする公害による損害賠償

労勘に関する訴え
訴えの．

知的財産権に関する訴え

うち） 陥易確定決定に対する異議

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

労働 に 閏 す る 訴 え

(金鐘を目的とする訴えを除く ）
剛的財薩権に閲する訴え

（金銭を目的とする訴えを除く ）

’公害に係る差止めの訴え
澤

境界 （筆界） に関する訴え 自動計算

責任追及等の訴え（株主代表訴訟事件）

｢ M!共通義務確認の訴え NTASから数値を取り込める項目L 』

し、

(注) 「金銭を目的とする訴え｣欄には,うら数として表示

された件名以外の「その他」の事件を,含めて計上する．



01. 12情報政策課

民行月N･2民事・行政月報 （地方）
｜ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算

【1060】 表3免責申立新受・既済・未済表 ～～

I 受
済～~～既

蚕言う 済フ侭新

■■■■■■

免責不許可

決 定

取下げ，

その他免責決定旦

産I’ _塗]－1 ※2 1破１
２

’
へ

ぅ自 己 破 産

副くう再涜金業関係'5
生’41 再

ろ は ほにい へ

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 回 ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’ ’
月報作成上の留意事項

1

0
①事前確認

孤陸口心 j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’
1

②入力｢、ノJ
j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,破産｡再生事件とともに免責事件が申し立てられた場合に,新受欄に計上漏れがないか

□※2について,破産･再生事件と時期を異にして免責事件が終局した場合に,既済欄に計上漏れがないか

’
1

③確認｡報告

口一

ロ 」

表示 はないか□ ゆ

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政月報 （地方）民行月No.2

11065】 表4破産手続開始決定表

1

2

い
【入力セル】

口手入力をする項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ 1■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’月報作成上の留意事項

’ ①事前確認 I
″ ニ ー‐ J

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したかI
’

1
②入力P，グJ

j

口月報訂正報告書を提出している場合､今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

口同時廃止事件についても計上しているか

’ ③確認.報告 ’ロ 1

1 の■ 表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

当月の破産手続開始決定

(うち）破産管財人選任

件 数



01. 12情報政策課

民事・行政月報 （簡易）民行月No. 1

虻郭WT.百言の中立刃T裳

1

し、

【入力セル】

口手入力をする項目

| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は

記載担当者に確認したか

一蔬 更露悪墨忘元壼蒻菫豆一

｢ 忌一菫
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件 件 数

(サ）雑事件
支払督促に対する仮執行宣言の申立て
(民訴法391条）

②入力

③確認･報告



01. 12情報政策課

民行月N･ 』民事・行政月報 （簡易） ｜ 月報作成上の留意事項

’
1

①事前確認
ﾛ心’ I未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか、芦塁

事
事

型
民

総括表

件
悪

二 済
政

骨二

1」１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
４
５
６
２
３
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３

(ﾊ）
(手ﾊ）
一

通 常
手形 ． 小

訴 訟I※3
切手訴訟｢ーー ’

1
②入力 1四

一
胸
一
回
｜
”
｜
岬
一
杣
一
回
’
㈹
｜
噌

少
一
《
｜
需
一
控
一
信
一
孵
一
》
｜
抗
借

額 訴 訟

額訴訟判決に対する異議申立て
審 （ 訴 訟 ）

訴 提 起

額異議判決に対する特別上告提
躍 上 告 提 起

審 （ 抗 告 ）
告 提 起

地 非 訟

※1

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，民事第一審訴訟･少額訴訟事件票作成数と一致しているか

□※2について,仮処分事件票(旧法事件を除く)作成数と一致しているか

□※3について， 【1020】表の総数と一致しているか

□※4について, 「督促｣欄の入力漏れがないか

□※5について， 「(うち)仮処分｣欄の入力漏れがないか

□※6について， 「雑｣事件欄の入力漏れがないか

叩
一
⑪

和

督 鴬 ※4
(へ） 公 示 催 舌

(ﾄ） 保

「r；-画~頂
(7） 過

全 命
処

令
衷
当
料

iX2 -M j※5

㈱
研
一
め

共

雑
般 調

聖
ｊ
惇

－~－－l1※6
画

(うち)堂
信

金業 関係調
販 関 係 調

停
一
停 p

(ﾕ1 宝 地 建
’ （うち）地代借賃

物 調 停

増減調惇

(ｾ） 農 事 調 停

I
(ﾒ） 商 事 調 停

③確認･報告畦誌.諏古 j

DI m"
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

(うち）貸金

信 販

業関係調

関 係 調

厚

厚

函
函

厚
一
陣

呈
守

交
一
公

園
はないか害

(特/） 特

嘩
(うち）貸

ノー

1己

定 調

業関係調

関 係 調

停
一
厚
一
厚

厚

|亭
金業関係調

販 関 係 調

金一販

耐
一
耐
一
岬

共

雑

少額訴訟債権

些
一
鞆

ろ はし､

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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民行月N･ ’民事・行政月報 （簡易）
’月報作成上の留意事項

【10201 表2通常訴訟新受内訳表

|①事前確認 ｝①事前確認訴 え の 目 的

総 数

件 数

※1１
２
３
４
５
６

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか金銭を目的とする訴えl※2

(うち)売買代金(売掛代金を含む)|
貸 金'一一一

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 金 1

②入力
立替金 ． 求償金等
（信販関係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）

立替金 ． 求償金等
（信販関係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）小切手金（異議を除く）

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 【1010】表の(ハ)通常訴訟の新受欄と一致しているか

・ 小切手異議

笥権債務存否確認

小切手金（異議を除く）

・ 小切手異議

笥権債務存否確認

８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

手形手形

金銭債権債務存否金銭債権債務存否 □※1の数値と※2の合計数が一致しているか
司

建物を 目的と 寸一 る訴え

土地を目的とする訴え

（境界〈筆界）に関する訴えを除く） I ③確認･報告古 ’
請 求 異 議 の 訴 え ※2

ﾛ |の表示■■ |はないか第 三 者 異 議の訴え

そ の 他 の 訴 え
’ ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

（金銭建築請負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償

医療行為による損害賠償
とする

公害による損害賠償

訴えの労働に関する訴え

うち） 知的財産権に閨する訴え
－

(碁銭哩圃'閲と腎姦身を,驚くfi
知的財産桶に関する訴え

（金銭を目的とする訴えを除く ）

鱒良|1"=T'脇墜羨寸灘←
境界 （筆界） に関する訴え！ 』

公害に係る差止めの訴え

し、

(注） 「金銭を目的とする訴え_」欄には， うち数とLて表示

された件名以外の「その他」の事件を含めて計上す-る．
【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目



01. 12情報政策課

民行月No.3民事．行政月報 （高等）
’

い事前確認~L①事前確認
、

～

一

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

一

～

～
皿

底

総

峠

猯

表］ 総括表

君

■

件 |新 受|既

（ ②入力 トー
’
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３

訴
告
～
ノ
起
起
告
〕
停

訟
提
告

数

訴
提
告
抗

ノ
ー
Ｉ
、

＃
〃
Ｐ
、

上

審
告
審
別

蟇

■

辮
一
垂

｜
｜
’ 口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

｜
’ 口本表の既済件数と以下の各事件票作成数とが一致しているか

※1 民事控訴事件票

※2民事上告事件票

※3行政第一審訴訟事件票

※4行政控訴事件票

(ｳ･人ｳ）

(ﾉ） 一

(ﾕ） 宅

’
農

商

鉱

交

公
第
一
控

再

上

特
一
抗
再

特

陶

い

一

切

四

一

四

吋

廻

耐

耐

耐

ｍ

耐

一

耐

(行ｿ）再

(行ｾ）特

_」
③確認｡報告心十座Fコ※3

1
※4

■■■■■｜ ロ の表示 |はなし ＼か

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

＝＝

＝
は

(行ﾉ） 上

(行/､） 許
僻〒〃、
、1Jノノ

し、 ろ

吉」 ‘鵬|及び「(ﾂﾃ)特別上告提起」柵の事件は支部には管轤がない。

L
銅
一
尉
一
池

家J

家口

「(ﾂ)上告」

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
自動計算

E二二．MINTASから数値を取り込める項目

月報作成上の留意事項

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算
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’ ’執行官事務月報 月報作成上の留意事項執行官月No. 1

’ ①事前確認旧匡",い 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか ’

、

、
(A表) {

件 の 種 類新 受 既 済未到済
数

動産執行

動産競売

不動産等

引渡し･動 産

明渡し船舶国籍証書等

自 動車等
代替執行

援助（法6Ⅱ等）

保全処分（法551等）

強制管理の管理人等

仮差押え

仮処分

破産等保全処分

不動産・船舶等

自動車等

債権その他

・ 現況調査

評価

拒絶証書作成等 ■
財産調査立会等

内覧

引渡し･

明渡し

ｊ些
事

総
1

②入力１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２

’
執 イ

口月報訂正報告書を提出している場合今月分の数値に加減調整したか

’
1

執 ロ ③確認･報告舌 ’

lの表示 ’ はないかﾛ

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

執 ハ

不動産等
圭

却グC

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

現況調査

その他

内 覧

提訴前現
況調査

提訴前現況調査

い ろ は

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算
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執行官事務月報執行官月No. 1

’
【14201 (B表） 、

、型済

休日 ・夜間

既

新 未 済受種 類

総 数

告知書・催告書

執行証書等

民事事件文書

刑事送達

１
２
３
４
５

送達等

’
ろ は に↓

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一

’ ’月報作成上の留意事項

Ｆ
Ｌ

1①事前確認
ノ

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載

担当者に確認したか

ｒ
Ｌ

1②入力
｣

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

Ｆ
Ｌ

1

③確認･報告､報舌 1

ロ |まないかの表示

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算
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執行官事務月報執行官月No. ]

【14301 (C表）

事務取扱書記官執 行 官

額士公
小ひ１

２
３
４
５
６

額*公
小心

押差 え

引渡し ． 明渡し

却収入 手数料 売

現 況 調 査

中 止７

他そ８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

の

料書 言コ
ロレ

総 額

費件人支出

務 費事

他そ の

催
寛

収入 手数料
訴前現況調査

ろし、

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外
■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ I ■ ■－■ ■ [ コ ■ ■ ■■■■■

’月報作成上の留意事項
①事前確認

,……． ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

’
1

②入力 1

’ ※入力数値に誤りがあった場合には,別途報告のこと

！

1

③確認･報告舌 」

□ |の表示 ’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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i月報作成上の留意事項刑事月報 （簡易）刑事月No. 1

｜
【2010】 表1 総括表 ’

1
①事前確認

'卿屋ﾛ心 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

一一‐

既済人員

一参

未済人員圭 件 新受人員

|②入力 ’②入力
総 数1

通 常 第

' （ う ち ）

一 審 事 件

既済実人員
〕
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
６
５

１
１
１
１
１
１
１

※1 1 口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,刑事通常第一審事件票作成数と一致しているか

□※1について， 「(うち)既済実人員｣欄の入力漏れがないか

□※2について， 「(うち)令状事件｣欄の入力漏れがないか

略 式 事 件

再 審 事 件

ち

牽
冨

』

フ

再
Ｆ
Ⅱ

睾
碩
一
、
』

求 事

開 始 決

件
一
定

刑 事 補償請求事件

訴訟費用免除申立て事件

' （ ， ち ） 免 除 決 定
費
庁
Ⅲ

用 補償請 求事件

フ ち ） 補 償 決 定

I
L－

③確認｡報告壁堕」

ﾛ’ －|の表示ロ

刑 事

' （ ぅ ら ）

雑
一
令

事 件

伏 事件

雲
※2 ’ |はないか

訴訟費用負担請

そ の 他 の 【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

ろ 》冬

f生い

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算
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刑事月報 （地方） 1刑事月NC‘2
月報作成上の留意事項

1 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算 ｜
【203()】 表1 総括表 ～～~‐ |①事前確認｝①事前確認

－－－､

既済人員

弘

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

I峠
1千事 新受人員 未済人員

必、
小心， 数１

２
７
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
５
６
８
４

１

１
１
１
１
１
１
１
１

【KEITASから数値を読み込ませる場合】

口既済日(終局日)に入力漏れはないか(｢既済人員｣欄の計上漏れが多い）

常 第 一 審 事 件迪

’( ， 、 ） 単識晶患驫を鳶<御 ｜ 豹 ’※1 ’

-I ※2（ う ち ） 既 済 実 人 員

’
1通常第一

審事件に

対するも
の

再・ 審 事 件
②入力 1

〆 、再審請 求 事

’ （ うち） 開 始決

件
一
定

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,入力漏れがないか(必ず手入力）

□※2について,刑事通常第一審事件票作成数と一致しているか

□※3について,刑事損害賠償事件票作成数と一致しているか

起
一
刑

訴 強 制 事 件

事補償 請求事件

訴訟費用免除申立て事件

' （ ラ ‘, ） 免 除 決 定
’
1費 用補償請求事

' （ う ち ） 補 償 決

針
庁
一
｛
正

一

、刑
一
訴
一
刑

雑 事

負担請求

賠償命令

事
一
費
一
損 ヨ ～※ 17）用
一
害

聿
二
古
尹

訟
一
事

で， 1件複数名の場合などの入力方法を作成要

i - *3 1 領で確認

再 審 請 求 事 件
（刑事損害賠償命令事件に対するもの）

芯
’

に 、
_／ ’

そ の 他 ･の 事
③確認｡報告舌 1ろ、Ｄ

Ｖ は

|はないか□ ’(注） 次のlから3までの事件については，件数を計上する。
1 「刑事損害賠償命令事件」
2 「再審請求事件（刑事損害賠償命令事件に対するもの） 」
3 「刑事雑事件」に計上するもののうち刑事損害賠償命令事件に関する申立てで民事
雑事件に該当するもの

の表示

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか【入力セル】

自動計算

KEITASから数値が取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照~



01. 12情報政策課

刑事月N･ 5 医療観察月報（地裁） ’ i月報作成上の留意事項
L壷週三 (前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算【2310】 表1 医療観察内訳表

～

1－－－～今
未済人員

①事前確認
受理区分 新受人員 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

既済人員

一

｢扉忘了
I ※’－I総１

２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２

数

法
３
３
条
Ｉ
項

法2条2項 1 号

' （う ち） 回 付

’ I法 2 条 2項

（う ち） 回

２ 7テ

′1

1丁

②入力
ノ

ロ月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，医療観察処遇事件票作成数と一致しているか

法4 9条1 項 （退院許可）

' （う ち） 回 付
法4 9条2項 （入院継続）

' （う ち） 回 付
退
応

院
一
切

許
一
回

可
一
付 ｜

’
法
５
０
条

(一致していない場合）

□※1の数値が医療観察処遇事件票作成数より多くなっている場合に， 「不一致報告」

を提出したか(少なくなることはない）

（注)同種の申立区分で複数申立てがあった対象者に対する事件票は1枚

療
一
切

終
一
回

了
一
付

医

応
法5 4条1項 (医癒終了）

（う ち） 回 付 口受理区分の｢(うち)回付｣欄には回付により受理した事件の，既済人員の｢(うち)回付｣)欄には

終局事由が回付である既済事件の数値を入力したか
法 5 4 条 2 項

' （う ち） 回 付 二

|③確認報告｝③確認｡報告

一一

法5 5条 （ 医療終了 ）

' （う ち） 回 付
□ 卜表示 はなし

法5 9条 1 項 （入院）

' （う ち） 回 付
1か

■■ﾛ■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

法5 9条2項 (入院)

' （う ち） 回 付
ろ は にい

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



【2320】 表2被害者に対する通知申出表
01 . 12情報政策課

1

ろ

【入力セル】

口手入力をする項目

1、

V，
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’ 月報作成上の留意事項

1

’ ①事前確認 〕
口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

1ｒ
Ｌ ②入力 I

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

Ｐ
‐
Ｌ

1

③確認･報告

唾

。 ﾄ,褒示’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 付

被害者に対する通知の申し出

件 数 知
､マ

通



【2330】 表3原決定取消・差戻等新受表

01. 12情報政策課

’1
し、

【入力セル】

口手入力をする項目

I■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’月報作成上の留意事項

ｒ
Ｈ
Ｉ
Ｌ

1
①事前確認

」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

F

HL

1

②入力 1

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

Ｆ
‐
Ｌ

1

③確認･報告､報吉I

’ □ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件

原決定取消し・差し戻し等

件 数



被疑者の国選弁護人請求月報刑事月No.6
01. 12情報政策課

【2340】 表l 新受・既済内訳表
昌
一、既 済 人

新受人員
総 数 選 任

被疑者段階の国選弁護人請求1

うち即決裁判手続同意確認のための請求2

ろ は

【入力セル】

口手入力をする項目

い

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ 1■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■

月報作成上の留意事項

’
1

①事前確認
'凹陸口心 j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

P

Ih1

1
②入力

' j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

|③確認･報告｝③確認･報告'且里

ﾛ’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



’
1

月報作成上の留意事項刑事月報 （高等）刑事月No. 3
01. 12情報政策課

L未済欄三面月未済)tl当且新受)－(当月既済)と自動計算1
【205()】 表1 総括表 一=二 I

1
①事前確認'N圧口心 ｜

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

－－、

既済人員
～今

事 ｲ比 新受人員 未済人員

総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
Ｉ
Ｌ
１
上
『
１
４
１
０
《
１
１
訂
Ｏ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
Ｌ
１
１
上
１
１
土
１
１
上
○
／
】

粟~引司 I
1控訴

（う ･ら）
成人の
（う ．ら）

成人の

審事件

少年に対する

刑事事件

少年に対する

刑事事件

②入力
1

’
再 審 事 件

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,刑事控訴事件票作成数と一致しているか

再審請

（ うち）

求事件

開始決定

特別権限の第一審事件

抗 告 事 件

（うち）少年の保護処
分決定に対する抗告事件
（うち）少年の保護処
分決定に対する抗告事件

(③確認報告ト③確認.
費用補償請求事件

（ うち） 補償決定

訓 ’
（うち）上訴費用補償

請求のあったもの

' （ うち） 補償決定
■■□ の表 まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

刑事補償請求事件

異議の申立て

（刑訴法428条）

訴訟費用免除申立て事件

（ うち） 免除決定

刑 事雑事件
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

抗告受理申立て事件

（ うち） 受理決定

ろし、 '3

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

智一』一ｰロ 一画



刑事月N･ イ略式月報
01 12淵報政策罐

｜ 未済棚＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算

～～へ、
負 ’1

ユ

【2()711 表1 略式内訳表

未済人員

既 済
一
金

人

罰
その月中

、正式鮫

判")拍求

(う『ﾉ）
帖行描子

を

1昔|したし
の

新受人員 略式下

鮨

不椚当

罰金,科ザi
グ)うち，仮
納付を命
ぜられた
も の

罪 科 料 そげ】他名
総数 50万円以上

100万円去

満

1 00万F ]n万円以上 20万円以上 10万円以上 5万円以」 3万円以上 1万円以上 1万円未満

窮過 (堕i、1 本俘乾畦
いへ5. 1 2. 1 誹鋤､I)

I

業務上過失致死

匝過失致死

過失運伝致死

藁務上過失傷害

重過失側室

過失運嵯致修

道路交迩法

３
２
咄

＝
※1

３
６
７
０
１
８
９

’
目角虫の保貯喝帝の

偲保郭↓二間イ． Z， i去掘

公務軌行妨喜

窃 盗

その他の月1法犯

その他の特別法犯

| | l l l l l l
| | | | l l l l
| | | | | I L｣ |

り ぬ る を わ か k た いれ そ

｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜
い ろ は に ほ へ と

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

_■ ●_G ■一. 0－9 ■一B G_U p－G q－■ ■一己 ■一■ ■一● ■－9 ，－■ ●－9 ●－0 ｳー● ｡－｡ ■－G ■一○ ■一■ e一色 守一■ ■－｡ ■一口 q一■ ■－● ■一■ ■一

’ ’月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’ I②入力

口月報訂正報告書を提出している場合↑今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，入力漏れはないか(入力漏れが多い）

口入力する箇所を間違っていないか(行又は列を間違えて入力しているものが多い）

I I③確認･報告
ノ

|はないかの表訓’■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか(マイナスになっているものが多い）

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



刑事月N･4略式月報 01. 12情報政策課

【2080】 表2 交通切符等既済人員表

略式命令のあったもの

不能又は

不相当
事 件 略式総数 その他

切符によらないもの

’ （うち）在庁

切符によるもの

’ （うち）在庁

道
総
路交通 法

数１
２
３
４

1
且

非反 貝l1 事件
彰司

〃■､

I

反則金不納付事件
L

（ うち）告知・通告不
能事件( 130条2号）

自動車の保管場所の

確保等に関する法律
5

とほ へ

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

は にノム）し､

■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ⑫ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ 由ー■ ■_■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一

月報作成上の留意事項

I 1①事前確認
． ．ー~~‐ ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’
1

②入力 ’

口月報訂正報告書を提出している場合，今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，入力する箇所を間違っていないか(行又は列を間違えて入力しているものが多い）

’
1

③確認･報告舌1

l

l□’ |の表斗 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

刑事月N･ 7裁判員対象事件月報 （地方） F

1 ｜’月報作成上の留意事項

【209()】表1 新受内訳表

I
1

①事前確認
，澗佳口心 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は

記載担当者に確認したか

事 件 新受人員

総

現 住 建 造

通 貨

偽 造 通

(準） 強 制 わ

(準） 強 制 性

集 団 （準） 強

殺

傷 ・ 害

危 険 運

保 護 責 任

逮 捕 監

身 代

拐 取 者 身

強 盗

強 盗 致 死

強 盗 強

強盗・強制性交等致死

爆 発 物 取

そ の 他

銃砲刀剣類所

組識的な犯罪の

規 制 等 に 関

覚 せ い 剤

麻薬及び向精

麻 薬 特

そ の 他 の

現一通一偽

住 建 造
に園

造 通

(準） 強 制 わ

(準） 強 制 性

集 団 （準） 強

殺

傷 害

険 運危

保 護 責 任

逮 捕 監

身 代

拐 取 者 身

｡鼻具

ﾌ虫 盗

.今

ﾌ里 盗 致 死

盗 強強

強盗・強制性交等致死

爆 発 物 取

そ の 他

銃砲刀剣類所

組織的な犯罪の

規 制 等 に 関

貢 せ い 剤

麻薬及び向精

麻 薬 特

そ の 他 の

数

物 等 放 火

偽 造

ｲ邑

貝 行 使

い せ つ 致 死 傷

交 等 致 死 傷

姦 致 死 傷

人

致 死

転 致 死

者 遺 棄 致 死

致巷 死示

金 拐 取

代 金 取 得 等

致 傷

（ 強 盗 殺 人 ）

制 性 交 等

（強盗・強制性交等殺人）

締 罰 貝'1 違 反

の 刑 法 犯

持等取締法違反

処罰及び犯罪収益の

す る 法 律 違 反

取 締 法 違 反

神薬取締法違反

物 等 放

火一使一造

偽

ジf垣

行員

い せ つ 致 死 傷

交 致 死 傷等

姦 致

傷一人

死

致 死

転 致 死

者 遣 棄 致 死

禁 致 死

拐金 取

代 金 取 得 等

致 傷

（ 強 盗 殺 人 ）

制 性 交 等

（強盗・強制性交等殺人）

締 罰 則 違 反

の 刑 法 犯

持 取締法達反篝

処罰及び犯罪収益の

す る 法 律 違 反

塁一

取 締 法 反

神薬取締法違反

ｑ
Ｉ
Ｌ
ｎ
“
』
勺
』
川
孟
戸
員
〕
ハ
ｈ
〕
『
Ｊ
‐
（
又
》
（
則
》
ハ
咄
〉
１
１
－
の
〃
空
へ
く
〕
八
壬
《
為
り
《
琶
碕
〕
『
，
０
《
Ｈ
〕
《
叩
判
》
〈
Ⅲ
〕
屯
Ｉ
上
姉
〃
』
恥
く
〕
刈
詮
Ｆ
員
〕
（
●
、
〕

も
Ｉ
Ｌ
・
Ｉ
Ｌ
ｑ
ｌ
Ａ
勺
１
人
ｑ
ｌ
Ｌ
Ｑ
１
４
１
０
４
９
１
１
勺
Ｉ
上
Ｑ
Ｉ
Ｌ
、
／
全
”
〃
色
、
ノ
』
ハ
ノ
】
ハ
ノ
全
呵
〃
】
、
〃
全

②入力
' j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか ‘

｛ I③確認･報告
ノ

の はないか霊剥□

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

例 法例 法 違 反

特 別 法 犯

壜宰

反

特 別 法 犯

し、

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目



Ol . 12情報政策課

家事． 訴訟等 月報家事月No､ 1

’ ’未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算

【30121 表l 総括表
～

－－全
未 済事 件 新 受 既 済

(うち)講譲溝| (うち)調停委員会による既済件数

(うち）参与員の関与
した既済件数

(うち）調停委員会に

よる既済件数

家 事 訴訟等 総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
２

１
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２

血公
小口

別

「
1数

＝

t
表 第

｣
※3

(家)家事審判事件
別 表

’ （うち)別表第二

第
一
吟

二

遺産分割等

総 数

別 表 第 二

(うち）別表第二 12等遺産分割等
(家イ)家事調停事件

別 表 第 以 外二

助(家ハ)共

(家ロ） 雑

' （ う ち ） 出国禁止命令

M M

Ｆ
Ｌ

(家ホ)人 事

(家へ)通 常

(家卜)民 事 控

(家ト)飛躍上告

(家卜)飛 躍 上

(家チ)再

(家二)家 事 抗

可1

』』

訴 訟

訴 訟

訴 提 起

受理申立て

告 提 起

審

告 提 起

※4

(家リ）保 全 命 令

’ （ う ち ） 仮 処 分 ｜ ※2 1
(家ヌ)子 の 返

､聖

1塁 申 立 て

ろ は にし､

【入力セル】

ほ

自動計算 ｜報告対象外

|M冊館鰯'職蝋醗力した数,直を合算…目M
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【3012】家事月No.1家事・訴訟等月報

’’ 月報作成上の留意事項

1
I ①事前確認1脚はロIい ｣

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載

担当者に確認したか

’
1

②入力 I

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，民事第一審訴訟事件票(家裁)作成数と一致しているか

□※2について,仮処分事件票(家裁)作成数と一致しているか

□※3について，入力漏れがないか

(MINTASに入力されていない場合には，必要に応じて手入力をする必

要がある。）

’
1

③確認｡報告盲 ’

陰計 まないか□

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

！
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家事・訴訟等月報
’

家事月No. 1

月報作成上の留意事項

I 1①事前確認
ノ

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

【3020】 表2 人事・通常訴訟新受内訳表

時
え の 目 的

数

を 目的とする訴え

離 婚

離 縁

認 知

親 子 関 係

親一認一離一離

係一知一縁一婚

子 関

件 数

I 1②入力
’ ノ

ロ月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

1 ※1
ー

2

３
４

【本表において特に注意すべき点】
フフ

□※1について， 【3012】表の｢(家ホ)人事訴訟｣と｢(家へ)通常訴訟｣の｢新受｣桶の
合計数と一致しているか

目

ちち
6

金
一
請
一
第
一
そ

銭を 目的とする訴え

求 異 議 の 訴 え

三者異議の訴 え

の 他 の 訴 え

7

1{ ③確認･報告 」８
９
０１

□ の表示■ はないか

い

(注） 「人事を目的とする訴え」欄には， うち数として表示

された件名以外の「その他」の事件を含めて計上~する。

自動計算

FIMINTASから数値を取り込める項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

｜

’
少年月N･ ！少年関係月報

｜ 未済欄=(前月未済)+(当月新受)-(当月既済）
【 4QL1】 表’総括表 一一

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)
月報作成上の留意事項

と自動計算 ’
＝

未済 ’事
一
総

件
一
数

①事前確認
,戸陛LH蝿望．

新受 既済
1
－

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

総 数

一 般 保 護 事 件 ※1

’
1

②入力
’

(うち）過失運転致死傷及び
業務上（重）過失致死傷事件 1

口月報訂正報告書を提出している場合，訂正分の数値を加減調整したか

少年保護事件

（うち）危険運転致死事件

(うち）危険運転致傷事件(うち）危険運転致傷事件 【本表において特に注意すべき点】

道路交通保護事件

（うち）反則金不納付事件（うち）反則金不納付事件

□※1について，一般保護事件の既済に計上があり、送信した事件票がない場合

「ゼロ件報告｣を送付したか’
準 少 年 保 護 事 件

口手入力をする場合‘ 「(うち)｣数の欄に入力漏れがないか

成人刑事事件 （第一審 ・ 再審）

少 年 審 判 等 共

少 年 審 判 雑

’ （ うち） 少（ うち） 少

助 事

事

年補償年補償

件
一
件
一
季 事件

I
1

③確認｡報告戸 1

□ ’
’ |まないかの表示

成 人 刑 事 雑 事 件

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

ろ はし、

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には，手入力をする項目）
口手入力をする項目

一不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年月N･ ！少年関係月報

【4022】 表2少年保護表

新 受

知事

相 談

児

所

童
長

通 告

抗
差
移

審
一
星
《

生
国 等

し
送

事 件 総 数 検察官 司法警察員 調査官報告 少年法55条移送 家裁移送 ・ 回付

強 制 非強制 一般人 保護観察所長

一 般 保 護 事 件

（うち） 過失運転致死傷及び
業務上（重） 過失致死傷事件

（ うち） 危険運転致死事件

（ うち） 危険運転致傷事件

（ うち） 過失運転致死傷及び
業務上（重） 過失致死傷事件

（ うち） 危険運転致死事件

（ うち） 危険運転致傷事件

1

フ

３

4

道路交通保護事件

| 《 ､｡' 〃卿'金不納情勢。） ち） 反則金不納付事件

唖

6

ろし、 は に ほ と り ぬ ス
ー

へ

つ

月報作成上の留意事項

’
1

’
1

①事前確認
'凹崖口凡' ②入力’ 1

口月報訂正報告書を提出している場合訂正分の数値を加減調整したか

｣

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか
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既 済

検 察 官

送 致

保 護 処 分 知
談

事・児

所長

相

致

童
送少年院送致

数総 保護観察 児童自立支援施設・
児童養護施設送致

不処分 審判不開始 移送・回付 従たる事件

少年法20条.

23条 1 項
少年法19-2

項・ 23条3項 初 等 牛！ 等 特 別 医 療 第1種 第2種 第3種 強 制 非強制

Ｉ

I

在 わ か よ た む －－垂一一三≧ l お く や な ら む ゐ のつ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には，手入力をする項目）

口手入力をする項目

’ 卜③確認･報告p1P干ⅨFコ

ロ■ 表詞|の はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年関係月報少年月No. l

【4032】 表3処遇勧告表
少年院送致の う ち

《
つ
・

初
の

中
の

篝
．
一
角

埜
一
《
わ

鋳
弟
の

種
ち

１
壱
フ保護観察のうち

交通短期

「
〆

事 件 特別短

期間
一般短期 一般短斯 特修短斯特修短期 短期間

数総1

一 般 保 護 事 件２

’
（うち）過失運転致死傷及び
業務上（重）過失致死傷事件３

４ ｜ ’道 路交 保護事件通

Z は
T－

VL－ ぼ と
1，

V， へ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

■報告対象外

’ ’月報作成上の留意事項

|①事前確認 ｝①事前確認

口業務系システムの入力又|ま事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

’
1

②入力 I

｝
口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

□NAVIUSから出力した場合， 「従たる事件｣による数値を除いた数値となっているか

I
1

③確認･報告古

口二

’

｜ ｜の表示 |まない”
■

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年関係月報少年月No－ l

’ ’未済欄＝(前期未済)＋(新受)－(既済)と自動計算

～【4042】 表4試験観察表
～＞

未 済
（試験観察中）

試験観
決

察
定
試験観

終

察
了事 件

総 数1

身柄付き２

過失運転致死傷及び

業務上(重)過失致死傷事件
補導種別 補導のみ

３
４
５
６

その他

総 数

道 路 交 通

保 護 事 件

身柄付き

補導種別 補導のみ7

そ の他8

い ろ は

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

’ ’月報作成上の留意事項

I
1

①事前確認

口一

I

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

1

{ ②入力 I

口月報訂正報告書を提出している場合訂正分の数値を加減調整したか

I
1

③確認･報告古 」

’ ’の表示□ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

測鯉齢職蛎
』

．.､痛
．
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少年関係月報少年月No. 1

【4050】 表5観護措置表

1

2

３

1､

VU

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

’ ’月報作成上の留意事項

(①事前確認｝①事前確認口

’
口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

I
1

②入力 1

」 口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

F

L

1

③確認･報告･報古1

□ の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

総 数

一般保護事件

道路交通保護事件
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少年関係月報少年月No. I

【4060】 表6簡易送致事件表

｜ ’ ’1

い

【入力セル】

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

’ ’
1

月報作成上の留意事項

PF

L
1

①事前確認月l」 1

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

1

②入力 ｣

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□「o｣又は｢未入力｣の場合,｢要確認報告｣を作成したか

Ｆ
Ｌ

1

③確認･報告
■■■

＝

口 舌 I

’ |まないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

既 済 総 数



月報報告における留意事項 01 '2情報政策課

《月報データの入力方法（民事MINTASを除く）》 一／‐ 一一、

(1) 対応している項目については業務系システムから月報データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法． ． ．①

（2）数値を表様式に直接手入力する方法． ． ．②

※民事MINTASには，月報数値の月報．年表入力システムへの自動反映撒能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は， 「月報作成上の留意事項」の各表を参照してください。

｜※誤入力を防止するため'業務系ｼｽﾃﾑが対応している項目については全てデｰﾀの読込みを行い'そ

L－純…雛……鶴ぅ…議…託 ﾉ

《留意事項》

●「月報作成上の留意事項」①事前確認

●「月報作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて，
読込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま
せた場合に，次のような二重入力をしていないか
・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，
手入力すべき表に重ねて手入力していないか

. 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報
告値となる項目について，手入力すべき表の該当
項目に合算値を手入力していないか

《報告までの流れ》

①該皇鳥冤
｜ テム名を選択

↓

業務系システ

ムから出力さ

れた月報デー

タの読込み

｜ ◇手入力を要す
I る項目について

《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P8～17該当する表番

号を選択

↓

月報数値を手

入力

◇ロ■■ボ
タンの押下

《データの修正》
月報マニュアル③「入力編」
Pl8～23

酉
４
＃
守
守
且
９
３
６

は②の作業も行

う
l
h

一
《

､~

L I｜ ◇｜ ｜ボﾀﾝの押下弓 一 一

承認待
●「月報作成上の留意事項」③確認・報告

※ 「データ表示」中， 「庁データ」 （民事MINTAS

を含む場合職(MINTA駕悪蕊)鵠房函
の表示の有無を確認

《庁データ》
月報マニュアル③「入力編一
P56～57

』

※ ’ を解消したか
※ ’ ｜は,入力数値を
改めて確認し，誤りがない場合は「要確認報告」を
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

《照合エラー・要確認》
エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》

統計事務連絡別紙第1の1
（1）

【報告期限】毎月15日

◇期限が土日祝の場合，直前の開庁日までに登録が
必要

◇夏期（7月分報告）の期限は8月22日

《報告期限》

総長通達別表第2報告期限到来

[－－
《月報‘年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1の1
（5）

《訂正の方法》

課長通達第3

◆以上の資料は統計システム

ダウンロードページからダウ
ンロードできます

１
Ｊ

認済

胃 ，

1※報告期限後, 月報に訂正の必要が生じた際には
「月報。年表の訂正に閨する報告」を提出したか

《参照資料》
◆総長通達

H17． 1．31付け事務総長
通達「裁判統計報告につ

いて」

◆課長通達
H17.1.31付け情政課長通
達「裁判統計報告に関す
る事務の処理について」
◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課
参事官事務連絡「裁判統
計報告に関する事務処
理の報告方法等につい
て」

◆月報マニュアル

月報・年表入力システム

利用マニュアル

阿


